
「新規医薬品常備申請書」提出診療科

資料作成

薬剤部

「新規医薬品常備申請書」及び「医薬品緊急購入申請書」の申請手順

契約第二係

薬事委員会

「医薬品緊急購入申請書」提出

※未採用薬を常備薬として採用を希望の場合 →①「新規医薬品常備申請書」申請手順 参照
※未採用薬を緊急時に使用希望の場合 →②「医薬品緊急購入申請書」申請手順 参照

①「新規医薬品常備申請書」申請手順

卸業者へ見積依頼

薬事委員会開催

採用結果報告（処方開始日決定）

薬剤マスター登録

電子カルテ上での処方オーダ開始

卸業者へ見積依頼

申請内容確認

薬剤部

★注意事項：
①の申請薬剤を緊急で使用希望の場合は、
②の手続きも同時に行う

開催日当日

2018.1.22

4週間前まで

2週間前まで

2～4週間後注1）

②「医薬品緊急購入申請書」申請手順

申請内容確認

3日
～1週間後注2） 採用結果報告・処方開始（手書き処方箋）

患者限定薬剤マスター登録

電子カルテ上での処方オーダ開始2～3週間後

受付当日

診療科

薬剤部

契約第二係

薬剤部

注1）オーダ開始までの期間は採用品目数により前後する 注2）処方開始（手書き処方箋）までの期間は医薬品の在庫状況により前後する

随時提出
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